
【ⅴ 育成環境課関係】
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１．子育て支援交付金について

平成２３年度の子育て支援交付金については、交付の根拠となる平成

２３年度子ども手当支給法案が撤回したことにより、執行手続の開始が

大幅に遅れたため、各地方自治体や事業の実施主体に多大なご迷惑をお

掛けしたことについて、お詫びを申し上げる。

現在、１回目の交付決定が終了（近日中に発送予定）し、また、先般

内示した追加協議分の事業費に係る交付申請書の提出を平成２４年３月

２日（金）期限として依頼しているところであるので、ご協力をお願い

したい。追加協議分に係る交付決定については、交付申請書の受領が完

了次第、速やかに行うこととしている。

平成２４年度の子育て支援交付金については、平成２２年度税制改正

による年少扶養控除の廃止等に伴う一部事業の一般財源化等を行ったこ

とにより、交付要綱及び実施要綱の改正を予定しているので、決定次第、

内容についてお示しする。（別冊【ⅴ育成環境課関係】資料１、２参照）

また、平成２３年に会計検査院が全国の市町村を対象に実施した実地

検査において、平成１７～２１年度の次世代育成支援対策交付金（現行

の子育て支援交付金における次世代育成支援対策推進事業）に係る執行

について、交付金の交付対象経費とはならない経費を総事業費に含めて

いたこと等による交付金の過大交付の指摘を受けた事例が多数見られた

ので、各都道府県等においては、管内市町村に対して、適正な交付金執

行事務の実施について改めて周知願いたい。

２．放課後児童対策について

（１）放課後児童対策の推進について

① 「放課後子どもプラン」の着実な推進について

「放課後子どもプラン」については、原則としてすべての小学校区

において、放課後や夏休み等の長期休暇時における子どもたちの安全

・安心で健やかな活動場所の確保を目指しているところである。

平成２３年度においては、放課後児童クラブが２０，５６１か所（平

成23年5月現在）、放課後子ども教室が９，７３３か所（平成23年度

予定）の実施となっている。また、放課後子ども教室と連携している

放課後児童クラブは、対前年２３１か所増の５，５３１か所（平成23

年5月現在）となっており、年々増加しているところである。

各自治体におかれては、両事業の連携を含め必要な地域で必要なサ
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ービスが提供されるよう、放課後子どもプランの着実な推進に向けて

積極的な取組をお願いしたい。

② 「子ども・子育てビジョン」に基づく放課後児童クラブの充実につ

いて

「子ども・子育てビジョン」（平成２２年１月２９日閣議決定）に

おいては、女性の就労希望等の潜在的ニーズを踏まえ、各自治体にお

ける目標事業量の積み上げを基に数値目標を設定しており、放課後児

童クラブの利用児童数を平成２６年度までに１１１万人（小学1～3年

生の3人に1人（サービス提供割合32％））とすることを目指し、取り

組みを進めていくこととしている。また、本ビジョンにおいては、量

的拡充とともに、「放課後児童クラブガイドライン」を踏まえてクラ

ブの質の向上を図るとされている。

放課後児童クラブへのニーズは依然として高い状況にあり、希望し

てもクラブを利用できない児童（いわゆる待機児童）は、平成２３年

５月現在で約７千４百人に上っている。また、待機児童そのものを把

握していないクラブも存在している。各自治体におかれては、待機児

童の把握及びその解消に向け、それぞれの地域におけるニーズを踏ま

えた積極的な取組をお願いしたい。

（２）「子ども・子育て新システム」に向けた検討について

子ども・子育て新システム検討会議作業グループの下、基本制度ワー

キングチームにおいて平成２２年９月より「子ども・子育て新システム」

の具体的な制度設計について検討が進められてきたが、今般「子ども・

子育て新システムに関する基本制度とりまとめ」（平成24年2月13日）

がとりまとめられたところである。

子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ

（放課後児童クラブ部分抜粋）

４ 放課後児童クラブ

○ 小学校４年生以上も対象となることを明記し、４年生以上のニー

ズも踏まえた基盤整備を行う

○ 放課後児童クラブについては、市町村が地域のニーズ調査等に基

づき実施する旨を法定する。市町村は、市町村新システム事業計

画（仮称）で需要の見込み、見込量の確保策を記載し、提供体制を

計画的に確保する。
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○ 質を確保する観点から、職員の資格、員数、施設、開所日数・時

間などについて、国は法令上の基準を新たに児童福祉法体系に設定

する。

○ 国が定める基準を踏まえ、市町村が基準を条例で定める。職員の

資格、員数については、現行の事業実態を踏まえ、「従うべき基準」

とすることも含め、法制的に整理する。

○ 利用手続きは市町村が定める。ただし、確実な利用を確保するた

め、市町村は、利用状況を随時把握し（事業者は市町村に状況報告）、

利用についてのあっせん、調整を行う。

今後、本とりまとめを踏まえ、法案をとりまとめ、税制抜本改革とと

もに今国会に関連法案を提出する予定である。

（３）放課後児童クラブの国庫補助について

平成２４年度予算案においては、「子ども・子育てビジョン」等を踏

まえ、クラブを利用したい人が必要なサービスを受けられるよう、受入

児童数を拡大するために必要なソフト・ハード両面での支援措置を盛り

込んだところである。

ソフト面（運営費）については、保育サービス利用者が就学後に引き

続きサービスが受けられるよう、放課後児童クラブのか所数の増

（25,591か所→26,310か所）を図るとともに、運営費補助額の改善を図

ることとしている。各自治体におかれては、開設時間の延長など、利用

者のニーズに応じた放課後児童クラブの運営の促進を一層図っていただ

くようお願いする。

また、近年、会計検査院より、児童館で実施している放課後児童健全

育成事業の国庫補助金の交付額の算定に当たり、児童館職員の人件費を

対象経費に計上するなど、不適切な事務が指摘されているところである。

各自治体におかれては、補助金事務の適正な執行について特段の配慮を

お願いする。

ハード面（整備費）については、放課後児童クラブ室を新たに設置す

るための創設整備や既存建物の改修、設備の整備、さらには大規模クラ

ブの解消等に向けた改修等の費用の一部を補助するための所要額を平成

２４年度予算案に計上したところである。

このうち、放課後児童クラブ室の創設整備については、平成２４年２

月１日付け雇児育発０２０１第１号育成環境課長通知「平成２４年度放

課後児童クラブ整備費の国庫補助に係る協議等について」により、平成
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２４年度整備計画書の提出をお願いしているので、管内市町村に当該整

備費の積極的な活用について改めて周知いただき、３月９日（金）まで

に提出をお願いしたい。

また、「安心こども基金」については、今年度の第４次補正予算にお

いて実施期限の延長を図ったところであるが、基金による事業には、小

学校の空き教室等を活用した放課後児童クラブの設置促進経費を盛り込

んでいるので、積極的な活用をお願いしたい。

（４）放課後児童クラブの運営について

放課後児童クラブの運営については、クラブを利用する子どもの健全

育成を図る観点などから、平成１９年１０月、クラブの運営に当たって

必要な基本的事項を示した「放課後児童クラブガイドライン」を策定し

たところである。

本ガイドラインは、国庫補助金の交付・不交付を問わず、全ての放課

後児童クラブが運営を行う際の参考としていただくことにより、クラブ

全体の質の向上を図ることを目的としている。各都道府県等におかれて

は、管内市町村及び放課後児童クラブ関係者に対して、本ガイドライン

の内容についてより一層の周知を図ることで、大規模クラブの解消や、

地域の実情や保護者の就労状況を考慮した開所日・開所時間の設定、指

導員の研修機会の確保など、一層の充実につなげていただくようお願い

する。

また、放課後児童クラブの利用児童については、小学校４年生以上の

児童や特別な支援を必要とする児童（障害児等）の積極的な受入れや、

ひとり親家庭の児童の優先的利用について特段の配慮をお願いする。

（５）放課後児童クラブにおける安全確保等について

放課後児童クラブにおける事故防止については、「放課後児童健全育

成事業（放課後児童クラブ）における事故防止等について」（平成22年

3月23日厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知）により、

放課後児童クラブにおいて発生した全治１カ月以上の重篤な事故につい

て報告をお願いしているところである。近年、特に重篤な事故として、

おやつを喉に詰まらせたことによる死亡事故や、帰宅中等に車に接触す

るといった交通事故、プール遊びの自由時間中に溺れ意識不明となった

事故など、様々な状況下での事故が報告されている。（関連資料２参照）

各都道府県等におかれては、事故情報をもとにした再発防止策を講じ

るなど安全確保の推進に努めるとともに、実際に事故が発生した際、迅

速かつ適切に対応するためのマニュアルの作成や関係機関との連携など

について、あらためて管内市町村及び放課後児童クラブ関係者に周知い
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ただきたい。

また、防災・防犯に関する計画やマニュアルの作成、定期的な避難訓

練等の実施などの安全対策についても、一層の徹底に努めていただきた

い。

なお、来年度においても放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

実施状況調査を実施する予定であるので、引き続き本調査へのご協力を

お願いしたい。

（６）放課後児童クラブの耐震化について

放課後児童クラブを利用する子どもの安心・安全を確保する観点か

ら、耐震性が確保された建物で放課後児童クラブを実施することは重要

である。平成２４年１月１９日付けで公表された「社会福祉施設等の耐

震化状況調査の調査結果」（調査基準日は平成２２年４月１日現在で、

２階建て以上又は延べ床面積２００㎡を超える施設（棟）を対象に調査。）

においては、放課後児童クラブの耐震化率は７４．２％に留まっており、

社会福祉施設等全体の耐震化率８１．３％を下回っている状況である。

当該調査時点以降の耐震化の状況については、フォローアップ調査を

行うこととしているので、各都道府県等においては、耐震性が確保され

た建物で放課後児童クラブを実施するよう指導等に努められたい。

また、各地方公共団体の関係部局と連携を図り、耐震診断に要する費

用については、国土交通省の「住宅・建築物安全ストック形成事業」を

活用し耐震診断を着実に実施されたい。

（参考）「社会福祉施設等の耐震化状況調査の調査結果」における放課後児童クラブの

耐震化の状況

S56年以前に建築の棟
調査対象 S57年以 耐震化済 耐震化率
に該当し 降 に 建 耐震診断 改修済、 の棟数
た棟数 築 さ れ で改修不 改修中の

た棟数 要とされ 棟数
た棟数

A B C D B+C+D=E E/A

放課後児童
8,869 4,666 676 1,242 6,584 74.2%

クラブ数

公 立 7,460 3,796 621 1,146 5,563 74.6%

私 立 1,409 870 55 96 1,021 72.5%
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（参考）

○「住宅・建築物安全ストック形成事業」の概要については、【ⅳ 保育課・幼保連携推進室

関係】関連資料５に添付の「住宅・建築物安全ストック形成事業（国土交通省所管）の概要」

を参照。

（事業に関する照会先）

国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 03-5253-8111（内線39663）

３．児童厚生施設の設置運営について

（１）児童館、児童センターの運営について

① 児童館・児童センターの機能について

児童館・児童センターは、地域にあって①健全な遊びを手段として

児童の成長・発達を支援、②地域の子育て支援活動の拠点、③放課後

児童の健全育成活動の推進、④母親クラブなどの地域活動の支援、な

どを基本的機能として実施されている。また、職員の専門性を活かし

た子ども・子育て家庭の支援や児童虐待防止の対応も期待されている

ところである。

地域における子どもたちの遊び環境の充実と児童館の活性化、地域

児童の健全育成の推進が図られることを目的として、平成２３年３月

に「児童館ガイドライン」を策定したところである。内容としては、

児童館の機能・役割や活動内容、家庭・学校・地域との連携方策、職

員の職務等について示したところである。

各都道府県等におかれては、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、常に

児童館の運営の向上に努めるとともに、児童館において、遊びを通し

ての子どもの発達の促進や子育て支援活動等の役割が十分に発揮され

るよう、管内市町村及び児童館関係者に対して、本ガイドラインの周

知を図り、より活発な児童館活動の推進に努めていただきたい。

なお、平成２２年度税制改正による年少扶養控除の廃止等に伴う地

方財政の増収分について、国と地方の負担調整を行うこととし、平成

２４年度より、子育て支援交付金により実施している民間児童館活動

事業及び児童福祉施設併設型民間児童館事業については、一般財源化

を図ることとしているが、各自治体におかれては、地域児童の健全育

成を図るため、引き続き民間児童館を活用した取組の実施に努めてい

ただきたい。

② 地方分権改革について

地方分権改革推進委員会「第３次勧告」を受けて閣議決定された地
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方分権改革推進計画に基づき、児童厚生施設の最低基準は地方自治体

が条例で定めることとされ、所要の法律案が平成２３年通常国会にお

いて成立したところである。

この法律に基づき、平成２３年１０月に児童福祉施設最低基準が「児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に改正され、その際、同基

準第３８条に定める児童館の職員（児童の遊びを指導する者）につい

ては「従うべき基準」とし、同第３７条、第３９条、第４０条に定め

る集会室、遊戯室、図書室等の設備の基準などについては「参酌すべ

き基準」とした。

各都道府県、指定都市、児童相談所設置市においては、それぞれの

条例により適切な基準を定め、引き続き児童厚生施設の機能・役割が

確保されるよう、適切な措置を講じていただくこととなるので、留意

されたい。

③ 児童館・児童センターの耐震化について

利用する子どもの安心・安全を確保する観点から、児童館・児童セ

ンターの耐震性が確保されていることは重要である。平成２４年１月

１９日付けで公表された「社会福祉施設等の耐震化状況調査の調査結

果」（調査基準日は平成２２年４月１日現在で、２階建て以上又は延

べ床面積２００㎡を超える施設（棟）を対象に調査。）においては、

児童厚生施設の耐震化率は７６．５％に留まっており、社会福祉施設

等全体の耐震化率８１．３％を下回っている状況である。

当該調査時点以降の耐震化の状況については、フォローアップ調査

を行うこととしているので、各都道府県等においては、児童館・児童

センターの耐震性が確保されるよう指導等に努められたい。

また、各地方公共団体の関係部局と連携を図り、耐震診断に要する

費用については、国土交通省の「住宅・建築物安全ストック形成事業」

を活用し耐震診断を着実に実施されたい。

（参考）｢社会福祉施設等の耐震化状況調査の調査結果｣における児童厚生施設の耐震化の状況

S56年以前に建築の棟
調査対象 S57年以 耐震化済 耐震化率
に該当し 降 に 建 耐震診断 改修済、 の棟数
た棟数 築 さ れ で改修不 改修中の

た棟数 要とされ 棟数
た棟数

A B C D B+C+D=E E/A

児童厚生施
設（児童遊 4,189 2,608 399 198 3,205 76.5%
園を除く）

公 立 3,991 2,478 389 195 3,062 76.7%

私 立 198 130 10 3 143 72.2%
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（参考）

○「住宅・建築物安全ストック形成事業」の概要については、【ⅳ 保育課・幼保連携推進室関係】

関連資料５に添付の「住宅・建築物安全ストック形成事業（国土交通省所管）の概要」を参照。

(事業に関する照会先)

国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 03-5253-8111（内線39663）

（２）児童館、児童センターに係る整備費への国庫補助について

① 平成２４年度予算案における取扱いについて

児童館、児童センターに係る施設整備費への国庫補助については、

従来、年金特別会計に計上の児童厚生施設等整備費により実施してき

たが、平成２４年度より、一般会計に計上の次世代育成支援対策施設

整備交付金に移行することとしたところである。（関連資料３参照）

移行後においても、補助対象となる整備施設の設置主体、整備区分、

国庫負担割合については、従来と同様である。

交付金への移行に伴い、従来の施設ごとの整備費補助から、都道府

県及び市町村が作成する整備計画への交付金の交付となり、計画の範

囲内であれば、各地方自治体の裁量により、柔軟な執行が可能となる

ものである。

② 交付金の交付の流れについて

従来の児童厚生施設等整備費においては、

・ 都道府県又は指定都市若しくは中核市が設置する施設の整備につ

いては、直接補助

・ 市町村又は社会福祉法人等が設置する施設の整備については、

都道府県を通じて補助を行う間接補助

の方式を取り、国、都道府県及び施設設置者が、それぞれ３分の１ず

つ負担していたところである。

交付金移行後においては、市町村又は社会福祉法人等が設置する施

設の整備についても、整備計画に盛り込んだ都道府県又は市町村に対

して、国負担分の３分の１相当の額を交付することとなるので、この

点についてご了知いただき、整備計画を作成願いたい。

なお、県負担及び市町村負担に係る交付税措置については、従来と

同様、３分の１相当の額を措置している

③ 平成２３年度からの継続事業の取扱いについて

平成２３年度までに整備費の一部を児童厚生施設等整備費から補助

を受けて実施している継続事業に係る平成２４年度以降の整備分につ

いては、次世代育成支援対策施設整備交付金により補助していくこと

となるので、該当する整備については、平成２３年度児童厚生施設等

整備費における基準額及び負担割合による算定に基づき、都道府県、
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指定都市又は中核市が協議していただきたい。

なお、これら継続事業に係る協議書については、平成２３年１月２

６日付け雇児育発０１２６第１号育成環境課長通知「平成２３年度児

童厚生施設等整備費の国庫補助に係る協議等について」による様式で

提出されたい。

④ その他

今回の移行に伴う、次世代育成支援対策交付金関連通知の改正内容

については、別冊【ⅱ総務課・少子化対策企画室関係】資料１～８で

確認されたい。

４．児童委員及び主任児童委員について

（１）円滑な児童委員・主任児童委員活動について

近年、家庭や地域の子育て機能の低下や、児童虐待事件や少年犯罪が

相次ぐなど、子どもや家庭を取り巻く環境が複雑化・深刻化している中

で、地域の住民に最も身近な児童委員・主任児童委員に地域のこれらの

問題への適切な関わりが求められている。児童委員・主任児童委員の定

数に対する充足率が低い自治体においては、引き続き、児童委員・主任

児童委員の確保に努められたい。

また、厚生労働省では政府広報の活用など児童委員・主任児童委員の

制度の周知を図るため、取組を行っているところであり、各地方自治体

におかれても、地域住民に対して、児童委員・主任児童委員制度の正し

い理解が得られるよう努めていただきたい。児童委員・主任児童委員活

動には、日頃から地域住民の状況を適切に把握しておくことが重要であ

ることから、円滑な活動に必要な情報の提供に特段のご配慮をお願いし

たい。

なお、児童委員・主任児童委員の活動の一助にしていただくため、児

童委員・主任児童委員自己紹介用名刺型リーフレットを前回の一斉改選

に合わせて配布したところであるが、本リーフレットについては、厚生

労働省のホームページからダウンロードが可能となっているため、必要

に応じ、自治体において増刷していただく等活用いただいきたい。

【参照】

■児童委員・主任児童委員自己紹介用名刺型リーフレット

厚生労働省ホームページ「分野別の政策」の“子ども・子育

て”→“子ども・子育て支援”→“子育て支援”→“児童委員

・主任児童委員”に掲載。
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（２）関係機関との連携について

児童委員・主任児童委員は、市町村の「子どもを守る地域ネット

ワーク（要保護児童対策地域協議会）」に積極的に参画するとともに、

児童相談所や学校等の関係機関と連携を図り、地域の子どもやその家族

の実情を把握する等、児童虐待防止の上で大きな役割を果たすことが

期待されている。研修などの様々な機会を通じて特段のご指導をお願い

したい。

なお、児童委員・主任児童委員は、学校関係者をはじめとした関係機

関との連携を図ることが不可欠であることから、厚生労働省では、文部

科学省と連携し、児童委員・主任児童委員と学校関係者等の関係機関が

相互連携を図り、児童の健全育成に係る取組の一層の充実が図れるよう

努めているところであり、各自治体においても、児童福祉部局、教育委

員会、学校及び家庭教育支援団体等の関係機関との連携を強化し、児童

委員・主任児童委員が活動しやすい環境づくりに努めていただきたい。

５．母親クラブ等の地域組織活動等について

母親クラブや子育てＮＰＯ等の地域組織については、地域における親

子交流・世代間交流をはじめとする子どもの健全育成の向上のための事

業の実施や子どもの事故防止等のための活動など、多様な地域子育て支

援活動を実施いただいている。

母親クラブ等の活動費の助成については、平成２４年度より、年少扶

養控除の廃止等による地方財政の増収に伴い、地方の自由度の拡大にあ

わせた一般財源化を実施することとしているが、各自治体におかれては、

子どもの健全育成のため、引き続き母親クラブ等と連携し、地域組織活

動の推進に努めていただきたい。

なお、行政が地域組織と積極的に連携し、児童の健全育成や子育て支

援に効果的に取り組んでいる例をとりまとめた「行政と地域組織の連携

に関する事例集～『地域の力を活かし、子どもたちが健やかに育つ環境

づくり』を目指して～」（平成２３年１０月２０日雇児育発１０２０第

1号）も参考とされたい。

【参照】
■行政と地域組織の連携に関する事例集～『地域の力を活かし、

子どもたちが健やかに育つ環境づくり』を目指して～」（平
成23年10月20日雇児発第1020第1号）

厚生労働省ホームページ「分野別の政策」の“子ども・子育
て”→“子ども・子育て支援”→“地域組織活動”に掲載。
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６．児童福祉週間について

（１）趣旨について

子どもや家庭について社会全体で考えること、また、子どもの健やか

な成長について社会的な喚起を図ることを目的に、昭和２２年より、毎

年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間」と定めて、

児童福祉の理念の普及・啓発のための各種事業及び行事を行ってきてい

る。

（２）児童福祉週間の標語について

平成２３年９月１日～１０月１５日にかけて、児童福祉週間の理念を

広く啓発する標語を全国募集したところ、管内市区町村をはじめ広く周

知いただく等ご協力いただき、御礼申し上げる。３，９２９作品の応募

があり、選考の結果、次の作品を平成２４年度児童福祉週間の標語と決

定した。

《平成24年度児童福祉週間標語》

ニコニコは 「なかよくしよう」の あいずだよ

ほりやま よしふみ

（堀山 喜史さん ７歳 埼玉県）

この標語を児童福祉週間の象徴として、広報・啓発ポスターや、厚生

労働省のホームページ等で広く周知することとしているが、貴管内市区

町村への周知及び啓発事業、行事等に幅広くご活用いただき、児童福祉

週間の趣旨等について普及されたい。

（３）児童福祉週間の事業展開について

子どもが家庭や地域で心豊かに生活できる環境づくりが重要であると

の認識の下に、児童福祉の理念の普及に努め、行政のみならず、民間企

業、団体等の一層の協力を得て、広報啓発活動を推進していくこととし

ている。

また、地方自治体における児童福祉週間の取組について、毎年お知ら

せいただき、取りまとめのうえ報道発表資料としているところである。

本年も各自治体における児童福祉週間に関連した取組をまとめることと

しているので、貴管内市区町村の取り組みについて、幅広くご報告願い

たい。
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７．児童福祉文化財の普及について

社会保障審議会では、児童の健やかな育成に役立てるため、優れた出

版物や演劇、ミュージカル、コンサート等の舞台芸術、映画、放送、ビ

デオ等の映像・メディアについて、推薦を行っており、各自治体の児童

福祉主管部局、教育委員会等に情報提供している。

本年度は、児童福祉文化財の普及の一環として、国立国会図書館国際

子ども図書館と共催で、推薦児童福祉文化財の展示会を開催していると

ころである。厚生労働省のホームページには最新の推薦児童福祉文化財

一覧を掲載しているので、各自治体におかれても児童福祉文化財の普及

に御協力を御願いしたい。

【参照】

■社会保障審議会推薦児童福祉文化財一覧

厚生労働省ホームページ「分野別の政策」の“子ども・子育

て”→“子ども・子育て支援”→“児童福祉文化財”に掲載。

■展示会「子どもの健やかな成長のために ― 厚生労働省社会保障

審議会推薦 児童福祉文化財(出版物)の紹介」

１．日時 平成24年2月21日(火)～3月11日(日)

２．場所 国立国会図書館 国際子ども図書館ホール(3階)

東京都台東区上野公園12-49

８．（財）こども未来財団の事業について

（財）こども未来財団においては、平成２４年度においても以下の助

成事業等を実施することとしているので、引き続き関係者への周知・活

用をお願いする。（関連資料６参照）

・ ＮＰＯ法人や学校法人が放課後児童クラブを設置する際の施設整備

費

・ 小規模放課後児童クラブ（児童数５人以上１０人未満）に対する

設備整備費の助成

・ 子育てＮＰＯ指導者や子育てサークルリーダー等の資質向上を図る

ための研修事業
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［育成環境課：関連資料］
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